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ＮＯ マニフェスト番号（関連含む） 達成状況 参　考：マニフェスト関連の主な取組み課題　　※（）内は、実施計画№と担当課を記載
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施計画以外の取組みは、担当課のみ記載

・東部地域など保育需要が増えている地域に保育所を誘致します。（第４次№26　幼児保育課）

・駅前型子育て施設の設置推進を図ります。（第４次№30　幼児保育課）

・保護者の就労の有無に関わらず、全ての小学生が安全にすごせる「放課後の居場所」を増やしま
す。（第４次№31　子育て支援課）

・待機児童の解消を図るため、民間保育所の誘致や小規模保育の拡充を図ります。（第５次№32　幼
児保育課）

・多様なニーズに合わせて「一時預かり事業」「特定保育事業」「休日保育」などの保育サービスの
拡充を図ります。（第４次№27　幼児保育課）

・地域における子育て支援活動の促進を図ります。（第５次№29　子育て支援課）

3
医療費の助成を現行小学校就学前までの年齢制限を小学校
卒業まで拡大します。

◎
・H22年度　医療費助成制度（通院・入院）を小学校卒業まで拡大、H24年度中学校卒業まで拡大
（入院）、H25年度中学校卒業まで拡大（通院・入院）（子育て支援課児童給付担当室）

・子どもを取り巻く地域や行政が連携し、児童虐待の早期発見、早期対応を図ります。（第４次№24
子ども家庭相談課）

・地域や行政が連携し、児童虐待の早期発見、早期対応を図ります。（第5次№28　子ども家庭相談
課）

5
不妊治療への県の補助をさらに拡充しての助成制度を行い
ます。

◎
・不妊治療を希望する人に、国、県が助成している補助金の増額を要請し、必要に応じて市独自の補
助金を助成します。（第４次№17　子ども家庭相談課母子保健担当室）

・長期的な視野に立った実効性のある教育プログラムにより、確かな学力と豊かな人間性を育みま
す。（第４次№37　指導課）

・英語・言語技術を軸にした小中一貫カリキュラムを構築します。（第４次№38　指導課）

・スタッフ派遣事業をはじめとした人材派遣事業を再構築し、児童生徒の学力向上をめざします。
（第４次№39　教育企画課・指導課）

・小中連携を深め、言語活用科等本市独自の取組みを推進し、児童・生徒の学力向上を図ります。
（第5次№38　指導課）

・きめ細やかな指導により児童生徒の学力向上を目指します。（第5次№39　教育研究所）

・スタッフ派遣事業をはじめとした人材派遣事業を再構築し、児童生徒の学力向上を目指します。
（第４次№39　教育企画課・指導課）

・きめ細やかな指導により児童生徒の学力向上を目指します。（第5次№39　教育研究所）

・大学との連携・相互協力の体制づくりを進めます。（第5次№43　市立高校）

・スタッフ派遣事業をはじめとした人材派遣事業を再構築し、児童生徒の学力向上を目指します。
（第４次№39　教育企画課・指導課）

・保護者・地域住民などによる学校教育支援のための仕組みや組織づくり、人材発掘を推進します。
（第４次№45　教育企画課）

・きめ細やかな指導により児童生徒の学力向上を目指します。（第5次№39　教育研究所）

・学校のニーズに基づく学校支援活動を通し、生涯学習の場を提供します。（第5次№53　教育企画
課）

9
地産地消のもとに、日本一おいしい学校給食を実現しま
す。

○ ・磁器食器・PEN食器導入の拡大（保健体育課学校給食担当室）

10

環境教育を進めると共に、意識改革と現場の独自予算をつ
くるため、省エネの実現による節約分の半分を学校の特色
を出す独自財源とする５０・５０ルールを実現します。

○
・「松戸市減CO2こども会議」を開催（環境政策課）
・市立小中高全校にPPS導入、学校給食生ごみリサイクルをモデル校で実施（教育財務課・廃棄物対
策課）

・子どもフォーラムや若者と大人の意見交換会を開催し、子どもたちが地域と将来に関心をもてるよ
うにします。（第４次№25　子どもわかもの課）

・長期的な視野に立った実効性のある教育プログラムにより、確かな学力と豊かな人間性を育みま
す。（第４次№37　指導課）

・市役所や民間企業における若者の就業体験の受入・協力体制を強化するとともに、個別就職カウン
セリング窓口と職業能力向上講座を活用し、若者の就労を支援します。（第４次№90　商工振興課）

・様々な就労希望者に対して、関係機関と連携し情報提供を行い求職活動を支援します。（第４次№
91　商工振興課）

・若年求職者に対して、職業能力を向上させるための支援を行うとともに、関係機関との連携を図る
ことで、求職者と求人をつなげることができるようにします。（第5次№104　商工振興課）

・生涯スポーツ社会の実現に向け、総合型地域スポーツクラブの設立を支援します。（第４次№52
スポーツ課）

・総合型地域スポーツクラブの設立を支援し、市民がいつでもスポーツ活動ができる場の充実を図り
ます。（第5次№56　スポーツ課）

・スポーツ施設を計画的に整備し、スポーツのできる環境を整えます。（第5次№57　スポーツ課）
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少子化問題

1

幼・保一元化や、市独自の認可制度の創設などの無認可保
育園の支援、駅前保育の充実、保育ママ制度の創設など、
保育園の待機児童をゼロにするとともに、6年生までの放
課後児童クラブを実現します。           

◎

2

一時保育の、延長保育、病児病後保育の充実など専業主婦
も含めた子育ての負担を社会全体で支えていく「子育ての
社会化」を実現します。

◎

4
児童虐待の予防・相談・ケア体制を充実させるため、関係
団体と連携し、虐待ゼロをめざします。

○

教育問題

6

小中一貫化、少人数学級の促進、教員養成塾など教員の資
質向上に向けた研修制度への見直し、教育事務職員の配慮
などによる教員の負担の軽減による子どもたちと向き合う
時間の拡大など、落ちこぼれを出さない各人の能力を最大
限に引き出す教育を実現するとともに学力向上をめざしま
す。

○

7

公私間格差を是正するため、塾講師の派遣や教職希望の市
内大学生の講師ボランティア、地域や保護者の中の教育経
験者の協力によって、放課後育成事業を行うなど公教育の
学力向上を実現します。

○

8

公教育の多様化をめざし、地域の力を活用し創意と工夫の
ある魅力ある学校にしていくため、保護者・地域住民・教
職員・児童生徒がともに創り上げる地域立学校（コミュニ
ティースクール）の実現、各学校を創るための基金の設
置、民間人校長の登用、学校選択制の導入を実現します。

○

11

「こども・若者の権利条例」の制定や、こども・若者たち
に関わる問題については、当事者であるこども・若者も参
画できる自治の仕組みをつくるとともに、シティズンシッ
プ教育も導入します。

○

12

若年層のキャリア教育の促進を図るとともに、市役所や公
共施設、企業、農家で就業体験が受けられるインターン
シップ制度を促進します。

○

スポーツ

13

市民クラブの設置など、学校中心のスポーツから市民の生
涯スポーツへと転換していきます。また、市民のスポーツ
環境の充実をめざします。

○



2

ＮＯ マニフェスト番号（関連含む） 達成状況 参　考：マニフェスト関連の主な取組み課題　　※（）内は、実施計画№と担当課を記載
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施計画以外の取組みは、担当課のみ記載

平成２２年市長選挙で市長が掲げた項目に対する市の取り組み達成状況　　　　　　　　　　　

  【達成状況】   ◎達成（19）　○一部達成（36）　×未達成（0）
　　※「◎」＝達成済み、「○」＝一部達成されているが、まだ取り組み過程のものや課題を残すものが含まれる、「×」＝未着手、または達成困難と判断されたもの　　　　　　(平成２９年３月現在）

・医師、看護師、コ・メディカル等必要な人材を確保し安定した医療体制を維持します。（第４次№
33　市立病院総務課、東松戸病院総務課）

・新病院を建設し安全安心な医療を提供します。（第5次№34　建設事務局、経営企画課）

・安定した医療体制を維持するため、医師、看護師、コ・メディカル等必要な人材を確保・育成しま
す。（第5次№35　市立病院総務課、東松戸病院総務課）

・がん検診や特定健康診査の受診率の向上を図ります。（第４次№13　保健福祉課）

・ジェネリック医薬品の普及促進、レセプト点検の強化、国民健康保険料の収納率向上により、医療
費と保険料の抑制に努めます。（第４次№16　国民健康保険課）

・高齢になっても、元気で、介護が必要にならないように、NPOと協働で行う運動教室を促進した
り、民間スポーツクラブなど多様な事業者による魅力ある介護予防プログラムを導入します。また、
介護支援ボランティアの導入を検討します。（第４次№18　高齢者支援課、健康推進課）

・運動による健康づくりの普及・啓発を図り、運動習慣をもつ市民が増えるよう、環境を整備しま
す。（第5次№13　健康推進課）

・がん検診の実施方法や周知方法の改善に努め、がん検診を充実します。（第5次№14　健康推進
課）

・市民の健康意識を高めるため、健診の充実を図ります。（第5次№16　国民健康保険課）

・ジェネリック医薬品差額通知を送付するなどの普及啓発を行います。（第5次№17　国民健康保険
課）

・認知症サポーター見守りやあんしん一声運動の見守りに加え、高齢者支援連絡会を充実し、地域で
発生する相談事業を地域包括センター等につなぎ、サービス利用を促進します。（第４次№22　高齢
者支援課）

・地域包括支援センターを拠点に、地域における高齢者支援の充実を図ります。（第5次№23　高齢
者支援課）

・障害のある方に対する権利擁護を推進し、必要なサービスを受けられるようにします。（第４次№
19　障害福祉課）

・要援護者の台帳を整備し、地域包括支援センターや中核地域生活支援センターなどの機能を充実
し、福祉相談窓口のワンストップ化を進めるとともに、地域で活躍するコミュニティソーシャルワー
カーを養成し、地域と共に支え合う地域福祉の推進に努めます。（第４次№23　地域福祉課、高齢者
支援課）

・障害者雇用の法定雇用率達成に向け、障害者の雇用推進に取り組みます。（第４次№92　商工振興
課）

・介護ボランティア制度の普及啓発を図り、介護予防を推進します。（第5次№12　介護制度改革
課）

・障害者がワンストップで総合相談が受けられるよう、基幹相談支援センター機能の充実を図りま
す。（第5次№19　障害福祉課）

・障害者の一般就労や障害者就労施設等における工賃向上の取り組みなど、障害者の就労を支援しま
す。（第5次№20　障害福祉課）

・地域包括支援センターを拠点に、地域における高齢者支援の充実を図ります。（第5次№23　高齢
者支援課）

・災害時に備えるために、避難行動要支援者の避難支援体制を整備します。（第5次№24　地域福祉
課、危機管理課）

・障害者の職場実習や雇用に対する助成等を行うとともに、関係機関と連携し、企業への働きかけを
行うなど、障害者の就労を支援します。（第5次№105　商工振興課）

・シルバー人材センターを引き続き支援するとともに、シニア交流センターを活性化するため、世代
間交流や、認知症予防教室を開催します。（第４次№12　高齢者支援課）

・シニア交流センターを活用し、高齢者の世代間交流や学習機会の場を充実します。（第5次№11
高齢者支援課）

・高齢になっても、元気で、介護が必要にならないように、NPOと協働で行う運動教室を促進した
り、民間スポーツクラブなど多様な事業者による魅力ある介護予防プログラムを導入します。また、
介護支援ボランティアの導入を検討します。（第４次№18　高齢者支援課）

・運動による健康づくりの普及・啓発を図り、運動習慣をもつ市民が増えるよう、環境を整備しま
す。（第5次№13　健康推進課）

・地域の団体等の活動場所として、市民センターのバリアフリー化などの整備を進め、ならびに町
会・自治会等の集会所整備を支援します。（第４次№4　市民自治課）

・民間活力の導入を視野に入れて公立保育所の耐震化を推進します。（第４次№28　幼児保育課）

・学校の耐震化および施設設備の安全対策を推進します。（第４次№43　教育施設課）

・民間木造住宅への耐震化に係る助成制度の周知を図るとともに、特定建築物への耐震化の促進を図
るための施策を検討します。（第４次№96　建築指導課）

・市民センターの施設整備を進めます。（第5次№1　市民自治課）

・町会・自治会等の集会所の整備を支援します。（第5次№2　市民自治課）

医療問題

14

松戸市立病院の一部建替を行うほか、医師不足の解消など
によって救急医療、小児医療、周産期医療の拠点としての
基盤をさらに整備します。

○

15

予防と早期発見・早期治療を実現する予防医療の徹底や、
医療機関にかからなかった人や介護保険を使わなかった人
への還元などの仕組みをつくり、市民の健康促進と医療費
の削減をめざします。また、東葛地域で1～2を争う国民
健康保険料と介護保険料を引き下げ市民の負担軽減をめざ
します。

○

福祉問題

16

小中学校の空き教室などを積極的に活用し、地域の人材や
ＮＰＯなどが協力して活動する福祉拠点を小学校区単位で
設け、在宅医療、介護、を基本として、小規模多機能施
設、グループホーム、特別養護老人ホームなどのネット
ワークといった地域ケア体制の構築や社会福祉基盤を整備
します。

○

17

市・事業者・ＮＰＯ・医療機関・ボランティアなどが連携
して、地域の保健・福祉・医療を担っていく仕組みを構築
し、高齢者家庭への訪問などお年寄りをひとりぼっちにし
ない安心して暮らせる環境を整備するほか、障害者の負担
軽減や地域生活支援、就労支援を進めていきます。

◎

18

介護、子育て、まちづくり、文化活動など住民が地域の課
題解決を行うコミュニティビジネスやＮＰＯなどの活性化
により、まだ働くことのできるお年寄りにもさらに活躍の
場をつくるなど新しい雇用を生み出すほか、世代間交流な
ど元気なお年寄りの活力を活かせる多様な場つくりを進め
ます。

◎

19

高齢者のみなさまが元気に過ごせるように、民間のスポー
ツクラブ、フィットネスなどとの連携によって、寝たきり
になる高齢者を計画的に減らし、介護費用の負担の軽減を
めざします。

◎

震災対策

20

小中学校の校舎の耐震化工事を大幅に前倒し、早期実現す
るほか、保育園・幼稚園の耐震補強も優先的に対応するほ
か、民間施設も含め市内の耐震化率を引き上げます。

◎
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・児童の安全を確保するため、公立保育所の耐震化を図ります。（第5次№31　幼児保育課）

・小中学校の耐震化や施設の整備を推進します。（第5次№47　教育施設課）

・地震災害による建築物倒壊などを減少させるため、木造住宅等の耐震化の促進を図ります。（第5
次№110　建築指導課）

・要援護者の台帳を整備し、地域包括支援センターや中核地域生活支援センターなどの機能を充実
し、福祉相談窓口のワンストップ化を進めるとともに、地域で活躍するコミュニティソーシャルワー
カーを養成し、地域と共に支え合う地域福祉の推進に努めます。（第４次№23　地域福祉課、高齢者
支援課）

・災害時に一人での避難が困難な人を地域で支援できるようにするための計画をモデル地区で実施す
るとともに、自主防災組織を充実させます。（第４次№58　危機管理課、地域福祉課）

・市民との連携で、犯罪のおきにくい環境を整備するとともに、特に、子どもたちを犯罪被害から守
る活動を促進します。（第４次№70　市民安全課）

・災害時に備えるために、避難行動要支援者の避難支援体制を整備します。（第5次№24　地域福祉
課、危機管理課）

・地域防災を活性化するために、自主防災組織の活性化を支援します。（第5次№64　危機管理課）

・災害時に住民への情報伝達するため、情報収集し、様々な方法で発信できる手段を構築します。
（第5次№65　危機管理課）

・市民の安全・安心を確保するため、防犯灯のLED化を進めます。（第5次№82　市民自治課）

・安全・安心なまちづくりを進めるため、警防ネットワークの強化、防犯カメラの設置など、地域ぐ
るみでの防犯対策を推進します。（第5次№83　市民安全課）

・近年の社会情勢や市民の学習機会を取り巻く多様な状況の変化に伴い、これからの生涯学習社会を
支える情報の拠点としての図書館のありかた、図書館ビジョンの策定を検討します。（第４次№50
図書館）

・博物館、戸定歴史館の展示内容を改良するとともに、市保有の美術品の展示を増やします。（第４
次№54　社会教育課、博物館、戸定歴史館）

・21世紀の森と広場の魅力を高めるため、公園機能の見直し検討を行います。（第４次№77　公園
緑地課）

・新たな図書館の整備に向けた、計画の策定に着手します。（第5次№52　社会教育課、図書館、教
育企画課）

・21世紀の森と広場は、多様なニーズに応えていくための施策を展開し、魅力を高めます。（第5次
№87　公園緑地課）

・千駄堀地区における交通利便性を向上させるため、新駅の設置を含めて検討します。（第5次№
119　交通政策課）

・松戸市の新しい都市ブランドを構築するため、東松戸駅周辺のまちづくりを検討します。（第４次
№94　政策推進課）

・東松戸駅周辺のまちづくりを進めます。（第5次№108　政策推進課）

・老朽化をむかえつつある公共施設の再編等を検討します。（第5次№146　公共施設再編課）

24

常盤平団地、小金原団地など高齢化が進む団地などに、若
い芸術家が 集まるサロンをつくるなど市民芸術の発信地と
するほか、保育園も設置し、若い人を優先的に呼び込める
ようなまちづくりをおこないます。また、グループホーム
の設置など、お年寄りが安心して暮らしやすくすると共
に、高齢化が進む日本社会の中での成功モデルをつくりま
す。

○
・ＵＲ都市機構などの集合住宅のあるまちの今後のまちづくりを検討するため、市民、事業者、行政
などによる検討体制をつくります。（第４次№97、第５次№113　住宅政策課、健康福祉政策課）

・魅力あるまちを創出するため、一団のまとまった土地について、開発可能な土地利用を見直しま
す。（第5次№107　都市計画課）

・良好な都市景観を形成するため、市民・事業者と協働して、地区での景観づくりを進めます。（第
5次№114　都市計画課）

・松戸駅周辺に、人が集い、賑わい、活気あるまちの実現をめざします。（第4次№80　街づくり
課）

・松戸駅周辺のバリアフリー整備を推進するとともに、歩行者などが安心して利用できる快適な歩行
空間の整備について検討します。（第４次№99　道路維持課）

・地元とともに、まちづくり基本構想に基づいた基本計画案を策定します。（第5次№92　街づくり
課）

・交通バリアフリー基本構想に基づき、引き続き、松戸駅西口地区の歩道のバリアフリー化整備を行
います。（第5次№116　道路維持課）

・自転車駐車場の整備に関する基本計画を策定し、利用者のニーズに合った駐輪場の整備や放置自転
車対策の強化を図ります。（第5次№120　交通政策課）

・公園や緑地で緑や花と触れ合える地域活動ができるように、行政と市民団体とが協働で管理しま
す。（第４次№75　公園緑地課、みどりと花の課）

・地域のニーズや時代を反映させた公園像を市民とともに探ります。（第４次№76　公園緑地課）

・子育て、地域コミュニティや防災面から、公園を再整備します。（第5次№86　公園緑地課）

・公園・緑地を良好に保つため、市民団体による清掃活動を推進します。（第5次№89　公園緑地
課）

21

防災や防犯など安心・安全なまちとするために、日常的に
人と人がつながりのある「地域防災・防犯体制」づくりを
進めます。

◎

都市計画

22

２１世紀の森と広場に新駅を開設するとともに、県図書館
を譲り受け市の情報発信の中心とするほか、２１世紀の森
と広場の開放時間の延長、施設の見直しも行うなど文化活
動の中核地域として整備します

○

23

「新しい松戸」ブランドを全国に発信していく象徴とし
て、東松戸駅周辺を子育て、教育施設や支所機能などの複
合施設の設置や都市ブランド構築のための誘致などを積極
的に行い、若い人が住みたいまちのモデルを創設します。

○

25

マンション建設など地域住民と業者とのトラブルを解消す
るために、建物の高さ制限、用途制限など事前に地域住民
との意思統一を行うことができる景観条例を制定します。
また同時に調整区域や用途などの見直しを行います。

○

・松戸市の将来像に適合する都市計画を検討します。（第４次№93　都市計画課）

26

公共交通機関や自転車、歩行者優先の街づくりをめざし、
交通計画を総合的に見直します。とくに中心市街地は、自
動車の乗り入れを禁止し、公共交通と歩行者、自転車のみ
を通行可能とするトランジットモール化をめざします。ま
た、松戸駅西口地下駐車場の駐輪場利用や馬橋駅西口の駐
輪場整備、自転車レーンの整備など自転車利用の促進をす
るための環境整備を行います。

○

27

２００を超える公園がある松戸市の特徴を活かし、地域の
こどもや住民の声で特徴のある市民の憩いと健康増進の場
として再整備します。また、管理を地域の方々で行うなど
コミュニティの拠点にもしていきます。

○
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・若い人が住みたくなる松戸の都市ブランドを構築するため、市内大学との連携を推進します。（第
４次№105　政策推進課）

・市民サービスの向上や地域経済の活性化を図るため、市内大学との連携を強化します。（第5次№
125　政策推進課）

・市内の商工業の事業者のニーズを把握し、中小企業や商店街が活性化するための検討を行います。
（第４次№82　商工振興課）

・空き店舗対策など商店会が行う事業を支援し、活性化を図ります。（第４次№83　商工振興課）

・入札制度における透明性の確保、公正な競争の促進とともに、地域産業の振興や雇用の確保にも配
慮する等公契約のあり方について総合的に検討します。（第４次№118　契約課）

・松戸駅周辺の価値を高めるため、関係団体と連携しながら、中心市街地活性化を図ります。（第5
次№93　商工振興課）

・販売促進事業や空き店舗の活用により商店街の活性化を図ります。（第5次№94　商工振興課）

・入札・契約制度においての適正化を図るため、公共調達のあり方について検討します。（第5次№
141　契約課）

・環境保全型農業を推進するなど安全・安心な農産物の生産・供給を拡大するとともに、施設園芸事
業により松戸ブランド品を育てます。（第４次№87　農政課）

・オーナー農園、産地直売所を通じて地場農産物のPRを充実するとともに、農業体験農園を推進しま
す。（第４次№88　農政課）

・農業の生産性向上のため、農地の利用集積を推進します。（第5次№98　農政課）

・地場農産物の生産供給を拡大するため、松戸市産ブランド品を育てます。（第5次№99　農政課）

・安全・安心な地場農産物を生産供給するために、環境保全型農業を推進します。（第5次№100
農政課）

・地場農産物とふれあい、農業への関心をもってもらうために、オーナー農園・体験農園を支援しま
す。（第5次№101　農政課）

・公募型委託制度などの仕組みを検討し、その導入を図ります。（第４次№5　市民自治課）

・地域団体、ＮＰＯ、市職員が地域課題を共有し、活動につなげるためのまちづくり交流広場・サロ
ン事業を推進します。（第４次№6　市民自治課）

・入札制度における透明性の確保、公正な競争の促進とともに、地域産業の振興や雇用の確保にも配
慮する等公契約のあり方について総合的に検討します。（第４次№118　契約課）

・市民活動団体等と連携したまちづくりを進めるため、新たな制度を検討します。（第5次№5　市民
自治課）

・市民活動を促進するため、市民活動に関する情報を発信するとともに、団体の自立に向けた取り組
みを支援します。（第5次№6　市民自治課）

・入札・契約制度においての適正化を図るため、公共調達のあり方について検討します。（第5次№
141　契約課）

・松戸駅周辺に、人が集い、賑わい、活気あるまちの実現をめざします。（第４次№80　街づくり
課）

・矢切の渡し、野菊の墓、本土寺、戸定邸などへの日帰り観光客を増やします。（第４次№89　文化
観光課）

・歴史的な文化や景観向上を図るため、戸定が丘歴史公園の拡充整備を行います。（第5次№88　公
園緑地課、社会教育課、戸定歴史館）

・地元とともに、まちづくり基本構想に基づいた基本計画案を策定します。（第5次№92　街づくり
課）

・まつど観光大使や松戸観光特命大使、学生観光サポーター養成講座受講生などが観光協会と連携し
ての観光情報を提供し、観光促進を図ります。（第5次№102　文化観光国際課）

・文化・芸術的な観光資源を活用し、新たな価値の創造を図ります。（第5次№103　文化観光国際
課）

・水辺空間をよりよくするため、坂川親水広場の再整備を行います。（第5次№122　河川清流課）

・松戸市の良さや魅力をより多くの人に知ってもらうための広報活動を行います。（第5次№130
広報広聴課シティプロモーション担当室）

33

日曜日も市役所・支所・出張所を開庁する市民向け窓口
サービスや、繁忙時間に合わせた職員交代勤務制を行いま
す。

◎
・支所・行政サービスセンターの開設日の増や開設時間の延長を行うとともに、総合窓口（ワンス
トップサービス）についての検討を進めます。（第４次№1　市民課、行政経営課）

・支所・行政サービスセンターの開設日の増や開設時間の延長を行うとともに、総合窓口（ワンス
トップサービス）についての検討を進めます。（第４次№1　市民課、行政経営課）

・市民と協働して事業を進めたり、政策形成できる意欲をもった職員を増やすため、人材育成基本方
針を改定します。（第４次№110　人事課）

・多様化した行政需要に対応できる高度な知識・能力を備えた人材を育成します。（第5次№132
人事課）

・市民と協働して事業を進めたり、政策形成できる意欲をもった職員を増やすため、人材育成基本方
針を改定します。（第４次№110　人事課）

・民間人の登用も含め、職員が切磋琢磨し、やる気をもてる人事制度を構築します。（第４次№111
人事課）

・多様化した行政需要に対応できる高度な知識・能力を備えた人材を育成します。（第5次№132
人事課）

・職員が主体的に職務に取り組める職場づくりを進めます。（第5次№133　人事課）

地域活性

28

千葉大園芸学部、聖徳大学、流通経済大学、日本大学歯学
部と市内に４大学もある恵まれた環境を活かし、松戸市民
の生活と密接な関係をもった研究・教育部門と連携しなが
ら新しい都市ブランドの構築や、新しいビジネスモデルを
創出しての起業・育成を図ります。

○

29

単純なコスト競争による入札制度ではなく、サービス水準
や質、市へのトータルメリットを同時に評価する総合的な
評価による入札制度をつくるなど、衰退する市内企業を活
性化させることで、松戸市の活気を取り戻します。また、
活性化により、シャッター商店街をなくします。

○

30

都市農業を環境・食料・教育の面で活用します。地産地消
を徹底することで生産者の見える安全な食の実現、地場作
物のブランド化、学校給食への地場農産物の利用などを進
め農業を支援します。また、環境保全型農業の振興を図
り、遊休農地を活用し市民農園など市民が農業体験できる
機会も増やします。

◎

31

NPO法人を倍増させNPOへの市の予算配分によりNPO職
員としての雇用増進をはかるとともに、公共サービスの協
働事業化をはかり、ワークシェアリングの考えから、仕事
を分かち合う仕組み・制度を作ります。また、公契約条例
の制定など、公正な労働条件の保証や官制ワーキングプア
などが起きないよう下請けや現場で働く方々の最低限の賃
金が守られる仕組みをつくります。

○

32

松戸宿・小金宿をはじめとした松戸の名所旧跡を生かし、
都心からの日帰りなどで観光できるまちをめざし、観光計
画を策定します。また、松戸駅から江戸川や坂川をウォー
ターフロントとして活用します。 

○

市役所改革

34

市役所は最大のサービス機関という前提から、縦割りを解
消したワンストップの総合窓口の設置や、民間での接客研
修などを行い窓口接客や電話応対の改善を徹底的に行いま
す。

○

35

 研修などで職員の意識改革を徹底的に行うほか、職員のや
る気・能力を活かすための目標挑戦制度と勤勉手当への成
績反映、風通しの良い組織にすることで、職員の創意を引
き出します。

◎
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36

 市役所内で不正な行為があれば、外部に設けた「行政監察
員」に通報できる「公益通報制度」を設けるなど、コンプ
ライアンス（法令順守）の制度を整えます。

◎
・「松戸市服務指導監督要領」（平成２４年１０月作成）（行政経営課）
・「松戸市職員等の内部公益通報の処理等に関する要綱」（H25年4月改正）（人事課）

・市民自治の基本を示す制度や地域の問題は地域で解決する仕組みを検討します。（第４次№2　市
民自治課）

・保護者・地域住民などによる学校教育支援のための仕組みや組織づくり、人材発掘を推進します。
（第４次№45　教育企画課）

・町会・自治会等の集会所の整備を支援します。（第5次№2　市民自治課）

・地域における連携体制の構築を図ります。（第5次№3　市民自治課）

・地域の仕組みづくりについて検討し、モデル事業の試行を目指します。（第5次№4　市民自治課）

・学校のニーズに基づく学校支援活動を通し、生涯学習の場を提供します。（第5次№53　教育企画
課）

・市民自治の基本を示す制度や地域の問題は地域で解決する仕組みを検討します。（第４次№2　市
民自治課）

・市政の重要課題について、直接住民が意思決定をする仕組みを用意しておくため、住民投票条例を
つくります。（第4№3　行政経営課）

・地域における連携体制の構築を図ります。（第5次№3　市民自治課）

・地域の仕組みづくりについて検討し、モデル事業の試行を目指します。（第5次№4　市民自治課）

・松戸市に寄附することによるメリットを市民に分かりやすく伝えられる寄附制度を構築します。
（第４次№114　総務課）

・寄附制度を市民に分かりやすく伝えるなど、寄附しやすい環境を整備します。（第5次№135　総
務課）

40

パブリックコメントなど公共行政の市民に対する説明責任
を果すとともに、市民と市長との直接対話「タウンミー
ティング」を定期的に実施します。

○ ・パブリックコメント手続きの実施（広報広聴課広聴担当室）

・高齢になっても、元気で、介護が必要にならないように、NPOと協働で行う運動教室を促進した
り、民間スポーツクラブなど多様な事業者による魅力ある介護予防プログラムを導入します。また、
介護支援ボランティアの導入を検討します。（第４次№18　高齢者支援課、健康推進課）

・市民が主体となる学習活動を推進し、まちづくりを担う人材を育成します。（第４次№48　社会教
育課、生涯学習推進課、図書館、市民自治課）

・市民活動団体等と連携したまちづくりを進めるため、新たな制度を検討します。（第5次№5　市民
自治課）

・介護支援ボランティア制度の普及啓発を図り、介護予防を推進します。（第5次№12　介護制度改
革課）

・地域と連携し市民が主体となる学習活動を推進します。（第5次№50　生涯学習推進課）

・計画・財政・評価を一体としたサマーレビューを実施することで、事業目的や成果を明らかにし、
必要な事業に資源を集中します。（第４次№106、第５次№126　行政経営課、財政課）

・後期基本計画の達成状況を市民とともに確認し、市民参加を推進します。（第４次№107　政策推
進課）

・市民と一緒に後期基本計画の進捗状況を確認し、市民ニーズに基づく戦略的な実施計画を作成しま
す。（第5次№129　政策推進課、広報広聴課広聴担当室）

・都市整備公社の今後のあり方を検討します。（第４次№95　街づくり課）

・土地開発公社の今後のあり方を検討します。（第5次№147　都市計画課、行政経営課、財政課）

・アウトソーシングを推進し、職員の退職補充を抑制するなどして、人件費を10％削減します。（第
４次№112　人事課）

・民間給与水準を的確に反映し、給与の一層の適正化を図ります。（第5次№134　人事課）

・財政健全化に向けて、市民や職員と共有していける制度を検討します。（第４次№119　財政課）

・財政の健全化を図るため、市民と市が情報を共有できる制度を検討します。（第5次№139　財政
課）

市民参画

37

多様化する市民ニーズにきめ細かく対応するため、地域区
分を一元化して地域自治区とし、全ての政策に対して１つ
の地域コミュニティで対応できるようにし、学校を地域コ
ミュニティの中心施設にします。また、地域自治区ごとに
「地域協議会（まちづくり地域会議）」を設置するととも
に市民税の約１％にあたる６億円を地域協議会やＮＰＯに
配分し、地域のことは地域で決めるコミュニティモデル都
市をつくります。

○

38

市民のみなさまが行政と協働して、まちづくりに意欲的に
参加していくことを基本とする「松戸市民自治基本条例」
や、直接市民の意見を反映できる常設型の１８歳からの住
民投票条例を設置します。また、審議会への市民参画を拡
大し、政策決定過程への市民参画を実現し、市民の根幹に
関わるような重大案件に市民の意見が反映させる仕組みを
つくります。

○

39

ＮＰＯ基金を活用したＮＰＯへの寄附金の税制優遇制度を
設置することで市民がＮＰＯを支えるという構造をつくる
とともに、寄附文化を根付かせます。

○

41

松戸人づくり大学を設置し、政策立案など市を担う人材の
育成をはじめ、ボランティアの輩出をめざすとともに、市
民全員が何らかの形でボランティア活動に参加する仕組み
をつくります。

○

行財政改革

42

市の行うすべての事業に対して第三者なども含め、政策目
的（アウトカム）による事業評価を導入してゼロベースで
見直します。何のための事業なのか、どの程度効果がある
のかをはっきりさせ、効果の薄いもの、コストパフォーマ
ンスの悪いもの、一部の既得権益になっているものをすべ
て廃止します。

○

43

 早急に予算へ反映するため、初年度は事業仕分けを実施し
て予算執行を見直し、補正予算に反映します。また、外郭
団体の廃止縮小も含め、無駄な投資を徹底検証し事業の廃
止縮小を行います。

◎

44
職員の適正配置・給与体系の見直しなど人件費の10％を
削減します。

◎

45
財政健全化条例や財政規律条例を制定するとともに、市独
自の基準をつくり、徹底して財政健全化をめざします。

○
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・計画・財政・評価を一体としたサマーレビューを実施することで、事業目的や成果を明らかにし、
必要な事業に資源を集中します。（第４次№106、第５次№126　行政経営課、財政課）

・後期基本計画の達成状況を市民とともに確認し、市民参加を推進します。（第４次№107　政策推
進課）

・市民と一緒に後期基本計画の進捗状況を確認し、市民ニーズに基づく戦略的な実施計画を作成しま
す。（第5次№129　政策推進課、広報広聴課広聴担当室）

・民間人の登用も含め、職員が切磋琢磨し、やる気をもてる人事制度を構築します。（第４次№111
人事課）

・政策立案能力を高め、戦略的に執行できる組織体制を構築します。（第４次№113　行政経営課）

48 松戸市議会議員を４６人から大幅に削減します。 ○ ・H22年度：議員定数２名削減

49

市長が先頭に立って規範を示す意味でも、市長の多選禁止
条例を設置するとともに、市長の退職金・市長車を廃止し
ます。

○ ・H22年度：市長車の廃止、市長退職金の廃止（秘書課）

・計画・財政・評価を一体としたサマーレビューを実施することで、事業目的や成果を明らかにし、
必要な事業に資源を集中します。（第４次№106、第５次№126　　行政経営課、財政課）

・後期基本計画の達成状況を市民とともに確認し、市民参加を推進します。（第４次№107　政策推
進課）

・総合計画の進捗状況、財政状況などを分かりやすくまとめ、市民に提供するほか、可能な限り、生
の情報をネット上で見られるようにします。（第４次№108　政策推進課）

・松戸市の良さを積極的に市内外に伝えるための広報戦略を検討し、推進します。（第４次№109
広報広聴課）

・財政健全化に向けて、市民や職員と共有していける制度を検討します。（第４次№119　財政課）

・市民と一緒に後期基本計画の進捗状況を確認し、市民ニーズに基づく戦略的な実施計画を作成しま
す。（第5次№129　政策推進課、広報広聴課広聴担当室）

・財政の健全化を図るため、市民と市が情報を共有できる制度を検討します。（第5次№139　財政
課）

・全ての市有財産の価値を公表し、未利用財産の処分も含め、有効に活用できるようにします。（第
4次№122　財産活用課）

・都市整備公社の今後のあり方を検討します。（第4次№95　街づくり課）

・松戸市が保有する未利用地の有効活用を図ります。（第5次№144　財産活用課）

・土地開発公社の今後のあり方を検討します。（第5次№147　都市計画課、行政経営課、財政課）

・財政健全化に向けて、市民や職員と共有していける制度を検討します。（第4次№119　財政課）

・財政の健全化を図るため、市民と市が情報を共有できる制度を検討します。（第5次№139　財政
課）

・市の債権の徴収体制の整備及び徴収組織の充実を図ります。（第4次№116　債権管理課）

・徴収体制の整備や広告媒体として市の資産活用の拡大を図り、自主財源の充実に努めます。（第4
次№117　財産活用課）

・関係部署と連携し、市の滞納繰越債権の完全徴収一元化を図ります。（第5次№142　債権管理
課）

・費用対効果が最大となるように広告事業を見直します。（第5次№145　財産活用課）

54
松戸市の政策立案や行政経営に先端の英知を集めるため、
自治体シンクタンクを設立します。

◎ ・政策立案能力を高め、戦略的に執行できる組織体制を構築します。（第4次№113　行政経営課）

55
地方主権社会の実現のために、地方で連携し、国の法体系
や制度の改革に向けて働きかけます。

○

・全国市長会を通じての働きかけ
・中核市移行の検討（政策推進課中核市検討室）
・内閣府で行っている「地方分権改革に関する提案募集制度」を職員提案制度とあわせて募集し、今
後国への働きかけをしていける仕組み作りへの取組み（行政経営課）

46
政策目的（アウトカム）明確にした成果型の中期計画を財
政・行政改革・企画を一元化したものにつくり直します。

◎

47

副市長など幹部職員に民間人を積極的に登用します。ま
た、市政戦略局の設置など、中期計画を実行するのに最も
適した組織へと改編します。

○

50

財政や政策立案過程の情報や市に関わるデータなどの情報
公開を徹底するとともに、広報やＨＰの充実はもちろん松
戸市に関わる情報を「見える化」することで市民に分かり
やすく理解できるよう徹底した説明責任を果します。ま
た、市民の市政への参画や、外部からの行政チェックがで
きる環境を整備します。

◎

51

市や外郭団体の所有する土地について、値下がりした時価
に計算し直して、含み損などの実態を明らかにするととも
に、未利用地の償却の促進、物品賃貸化を行います。ま
た、外郭団体の経営の効率化や整理統合・廃止を推進しま
す。

◎

52

画期的な発想で予算より安く実践した際に、残高の一部を
その部課の予算にできるなど予算節約報奨制度など、成果
主義へと移行します。また、複数年度予算制度の研究を始
めます。

○

53

自治体公募債など、事業目的別歳入債権の有効活用、公共
施設等に命名して広告料を取るネーミングライツ制度な
ど、自主財源を確保します。

○
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